
特記仕様書 

上天草・宇城水道企業団 

 

１．業務委託番号  第 6-7-5 号 

２．業務委託名  八代浄水場送水ポンプ他補修  

３．履 行 場 所  八代市郡築一番町 地内 

４．委 託 者  上天草・宇城水道企業団  企業長 元松 茂樹 

５．履 行 期 間  契約日の翌日から令和７年１月３１日まで 

６．業務の目的及び概要 

 本業務は、八代浄水場 No.1．2 送水ポンプ及びろ過水検水ポンプを補修するもので

ある。 

受託者は、本仕様書並びに関係法令を遵守し施工するものとする。 

７．適用基準等 

   水道工事標準仕様書(設備工事編) 最新版（日本水道協会発行） 

   上記に定めのない場合は、下記の図書を準用する。 

   ○公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）最新版（社団法人 公共建築協会発行） 

○公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版（社団法人 公共建築協会発行） 

８．優先順位 

   すべての設計図書は、相互に補完するものとする。ただし、設計図書間に相違がある

場合の優先順位は、次のとおりとする。 

(１)質問回答書  

(２)特記仕様書 

(３)設計図書等 

(４)一般共通仕様書 

(１)～(４)をもって本設計図書とする。 

９．疑 義 

本業務の設計図書に関する疑義は、上記のとおり入札前に質問回答書をもって確認

すること。 

10．特記事項 

(１)しゅん工検査時等に浄水場の運転が出来ない等支障がある場合は、受託者は監

督員の指示に従うものとする。 

(２)施工上必要な施設物防護、臨時取壊し物の復旧及び仮施設等は受託者の負担で

行うものとする。 

(３)受託者は、受託者の判断において必要に応じて損害保険等に付さなければなら

ない。 



(４)受託者は、浄水場の運転に支障が出ないよう必要に応じ措置を施すこと。 

11．仕様書の詳細 

(１)本仕様書は業務の大要を記載するもので、その詳細については設備一式が完成

品として備えるべき必要事項を十分満足すること。 

(２)受託者は本仕様書に従って施工するものであるが、これらに明示なき事項であ

っても施工上又は技術上、或いは安全上当然必要と認められる軽微なものは、受託

者の責任及び負担において施工するものとする。 

12．使用材料 

材料については、特記されたもの又は同等品以上とし、監督員の承認を受けること。 

13．下請施工 

業務の一部を下請業者で施工する場合は、できる限り上天草・宇城水道企業団の構

成市内の業者で施工すること。 

14．提出書類 

    本業務に必要な設計図書を提出し、監督員の承認を得ること。なお、承認後変更

が生じた場合は、直ちに監督員の承認を得ること。 

15．写真管理 

     写真は、「付 1 工事記録写真撮影要綱例」に準じて撮影し、地中埋設等により完

成時に状況を明らかに出来ない箇所は、特に入念に撮影すること。また、手直し部

分を撮影する場合には手直し前後を同一場所から撮影すること。 

原則として、撮影用具にデジタルカメラを用い、黒板に撮影対象を要領よく必要

事項を記入の上撮影すること。なお、黒板は電子黒板の使用も可とする。    

16．本業務に際して 

      納入仕様書承認後は速やかに発注を行い、納期が契約履行期間に影響がないか

確認を行うこと。なお、納入に時間を要し契約履行期間に影響をきたす場合は、速

やかに監督員と協議を行うこと。 

17．完成図書 

・写 真      （使用材料・工程・施工管理・品質管理） 

・その他監督員が指示するもの 

 

（作成要領）・A4 判パイプファイル製本  ２部     

           背表紙記入事項は、年度・業務委託番号・業務委託名・受託者名 

18.機器・材料仕様 

 ・ボールベアリング  622C3            2 個 

 ・ラジアルベアリング 6217 両側鋼板シールド形 C3  2 個 

 ・電動機       0.75ｋW 4P 200V 60Hz  1 台 


